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羽田空港のこれから 地域特別号
2019年春

ニュースレター

このニュースレターは、羽田空港の現在の飛行経路に関する影響軽減及び国土交通省が提案する国際線増便のための
取組について、地域の皆様とのコミュニケーションの状況を広くお知らせするために定期的に発行しています。

　国土交通省では羽田空港の機能強化のため、飛行経路の見直しの検討を進めています。現
在の飛行経路についても、これまでも影響軽減のための取組が進められてきました。このよう
な取組や運用の状況について市民からの相談を受け、今後の取組について情報提供を行う場と
して、2016年 12月から市民相談会が千葉県内で開催されております。
　これまで実施された市民相談会で、さらに多くの方に周知すべきとのご意見が寄せられたこ
とを受け、現在の飛行経路の影響軽減と羽田空港の機能強化の取組についての最新情報をお
知らせするとともに地域の皆様の相談にお応えする場として、市民相談会が2019年も開催さ
れます。市民相談会では、都合のよい時間帯に自由に来場いただき、関連情報の説明を受けら
れます。備え付けのコメントカードで意見を国土交通省に提出することもできます。

　市民相談会が千葉県内６会場で開催されます。	市民相談会では、来場された市民の皆様の関心に応じて、地域での実情に応じた情報提供が
できるように工夫がなされます。来場者の疑問や相談を個別に対応できるよう国土交通省の担当者が常駐し、パネルなどの資料を用いて関連情
報の説明を受けられます。開催場所、日時は下記のとおりです。

情報提供の場が設けられます

市民相談会の様子

市民相談会が県内３地域（6 会場）で開催されます

※１：開催日時に加えて、5月20日（月）10時〜17時、5月21日（火）10時〜17時もパネル展示され、自由に閲覧いただくことが出来ます。
※２：開催日時に加えて、5月23日（木）10時〜17時、5月24日（金）10時〜17時もパネル展示され、自由に閲覧いただくことが出来ます。
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羽 田 空 港 の こ れ か ら

要望概要

１	羽田空港の機能強化に係るこれまでの説明内容の遵守に関する要望
（１）南風運用時の新到着ルート（都心上空ルート）の確実な実現
（２）富津沖海上ルートの運用比率向上

２	羽田空港の機能強化に係る具体的な運用の検討に関する要望
（１）早朝・夜間時間帯への配慮
（２）落下物対策

３	将来の管制技術等の進展に合わせた騒音軽減策の検討について

４	羽田空港の機能強化や騒音軽減に関する県民に対する情報公開について

羽田空港の離着陸機による騒音軽減策等に関し、
これまでの検討状況を一部ご紹介します。

輝度10倍で
見えやすく

視認性向上

海ほたる

34L

34R

　本年2月1日、「羽田再拡張事業に関する県・市町村連絡協議会（※）」から、国土交通省に対して、羽田空港の機能強化に際しては、千葉県
の騒音影響に配慮することなどを求める申入れが行われました。
　国土交通省では、千葉県の住民に対する丁寧な情報提供に努めながら、関係機関と連携して、環境影響等に配慮しつつ、羽田空港の機能強
化の検討が進められています。

　富津沖海上ルートは、北風の好天時
（視界の良い状態で、決められた地点か
ら海ほたるの航空灯火が視認できる場
合）に使用することができるルートです。
　海の上空を通過するため、本ルート
の更なる活用により地上への影響を抑
えることが期待されますが、視界の良い
状態であることが条件で、悪天時は使
用できません。	国土交通省では、海ほ
たるに設置している地標航空灯台（ラン
ドマークビーコン）の明るさを10倍に
し、航空灯火の視認性を高めることで、
富津沖海上ルートをもう一段活用できる
よう検討が進められてきましたが、本年
３月末から、運用を開始しました。

※	羽田空港の再拡張事業により発生する課題等について、千葉県及び関係市町との間で情報共有し、協議を行うことを目的として、2004年に立ち上げられた協議会で、羽田空港の離着陸機による騒
音軽減策等に関して、国土交通省と協議を行っています。

海ほたるの航空灯台の輝度向上により、 北風到着経路下での騒音影響を抑えます。

「羽田再拡張事業に関する県・市町村連絡協議会」から、
国土交通省に「羽田空港の機能強化」に関して、
申入れがなされました。



3

ニュースレター 地 域 特 別 号

　国土交通省は、	2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会までに羽田空港における年3.9 万回の国際線増便に向けて、羽田空港の
処理能力を拡大するために、滑走路の処理能力の再検証や、飛行経路の見直しなど技術的な検討を行ってきました。そして、検討状況は「羽
田再拡張事業に関する県・市町村連絡協議会」において示されてきました。
　羽田空港の機能強化の実現に向けて、検討を進めた結果、本年1月の同協議会において、次の事項が示されました。

・ 国際線のニーズが集中する時間帯（15 時～ 19 時のうち３時間）の南風時については、千葉県内を原則 6,000ft 未満で飛行しないこと（南風時）
・ 海ほたるの航空灯台の輝度向上による富津沖海上ルートの運用拡大（前ページ参照）に加えて、7 時～ 11 時 30 分及び 15 時～ 19 時のう

ち 3 時間の北風時については、荒川遡上ルートの運用により、離陸便が千葉県上空を飛行しないこと（北風時）
・ それ以外の時間についても、深夜早朝時間帯（23 時～ 6 時）に近接し、特に静穏が求められる 6 時台及び 22 時台において、到着可能な

便数を現状の水準に維持すること（南風時・北風時共通）
　これにより、千葉県内での航空機騒音の影響はトータルで、影響軽減されることが期待されます。

羽田空港の飛行経路見直し案が提案されており、これにより千葉県内の騒音が軽減さ
れます。
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※上記はあくまで最大の出発・到着の組み合わせを基に作成したイメージであり、
実際のダイヤ構成とは異なる。

特定時間帯
（6：00－8：30）

特定時間帯
（20：30－23：00）

荒川遡上ルートの運用により、
北風時は千葉県上空を飛行しない

荒川遡上ルートの
運用により、

北風時は千葉県上空を
飛行しない

1時間あたり
44便まで増便可能

離陸機数1時間あたり51便の
場合、到着機数37便で運用

機能強化後　時間帯別　運用のイメージ（北風時）
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※上記はあくまで最大の出発・到着の組み合わせを基に作成したイメージであり、
実際のダイヤ構成とは異なる。
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機能強化後　時間帯別　運用のイメージ（南風時）
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※上記はあくまで最大の出発・到着の組み合わせを基に作成したイメージであり、
実際のダイヤ構成とは異なる。

特定時間帯
（6：00－8：30）

特定時間帯
（20：30－23：00）

時間帯別　現在の運用のイメージ

機能強化後　北風時の飛行経路 機能強化後　南風時の飛行経路
７時～11時半、15時～19時のうち３時間
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(A,C滑走路)

現到着経路
(好天時)
(B,D滑走路)

6時～23時までのうち、右記以外 15時～19時のうち３時間

鶴見区

神奈川区

西区

中区南区

保土ケ谷区

磯子区

金沢区

港北区

戸塚区
港南区

旭区

緑区

瀬谷区

栄区

泉区

青葉区

都筑区
川崎区

幸区

中原区

高津区
多摩区

宮前区
麻生区

鎌倉市

千代田区

中央区
港区

新宿区

文京区 台東区
墨田区

江東区

品川区
目黒区

大田区

世田谷区

渋谷区

中野区

杉並区

豊島区

北区

荒川区

板橋区

練馬区

足立区

葛飾区

江戸川区
武蔵野市

三鷹市

府中市
調布市

小金井市

小平市

東村山市

狛江市

清瀬市

東久留米市

稲城市

西東京市

西区 大宮区

中央区

桜区
浦和区

南区

緑区

川越市

川口市
草加市

越谷市

蕨市
戸田市朝霞市

志木市

和光市新座市

八潮市

富士見市
三郷市

吉川市

ふじみ野市

三芳町

中央区

花見川区

稲毛区

若葉区

緑区

美浜区

市川市
船橋市

木更津市

松戸市

佐倉市

習志野市

柏市

市原市

流山市

八千代市

我孫子市

鎌ケ谷市

浦安市

四街道市

袖ケ浦市

印西市
白井市

栄町

長柄町

長南町

龍ケ崎市取手市

河内町
利根町

新到着経路
(悪天時)
(A,C滑走路)

新出発経路
(A,B,C滑走路)

新到着経路
(好天時)
(A,C滑走路)
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ハード面の対策例
機体の改修

　航空会社は、航空法に基づき事業計画を提出しています。国土交通省は、提出された計画を審査し、適合する場合に事業許可を航空会社に
与えます。事業計画の掲載事項に落下物防止対策を追加する関連法令を2018年 8月に改正し、本年から本邦航空会社及び日本に乗り入れる
外国航空会社は、事業計画に基づき、落下物対策基準に適合する対策の実施が義務付けられることになりました。

国土交通省はこれまでの安全対策に加えて、昨年より世界にも類をみない落下物対策基準を制定・
公布しました。航空会社は、今年から基準に適合する対策が義務付けられました。

「落下物防止対策基準」の策定

基準の位置付け 基準の内容

基準の適用スケジュール

・	2018年9月に、落下物防止対策基準を制定・公布しました。
・	2018年度中に、本邦及び日本に乗り入れる外国航空会社に適用することにより、ハード・ソフト一体となった対策を義務付けました。

●	航空会社は、航空法に基づき、事業計画を提出
→	国は、提出された計画を審査し、基準に適合す
る場合には、事業許可を与える

→	航空会社には事業計画を遵守する義務　

●	事業計画の記載事項に落下物防止対策を追加する
よう、関連法令を2018年 8月に改正
→	航空会社は、事業計画に基づき、落下物防止対
策基準に適合する対策の実施が義務付け

●	落下物防止対策は国際基準にもなく、世界的に類
をみない我が国独自の基準

●	落下物防止対策として、ハード・ソフトの双方の	観点から対策を新たに
義務付け

【ハード面】		機体の改修等
【ソフト面】	 整備・点検の実施、教育訓練、部品脱落・氷塊落下が発生し

た場合の原因究明・再発防止の検討体制の構築等

基準の適用対象
本邦航空会社及び日本に乗り入れる外国航空会社

●	本邦航空会社：2019年 1月15日より適用　●外国航空会社：2019年 3月15日より適用

航空機落下物に係る補償等の充実
●	落下物被害の原因者を一に特定出来ない場合に原因航空機と推定される航空機の使用者により連帯して補償する制度（被害者救済制度）を拡充
しました。
・羽田空港に乗り入れる航空会社に対して加入を義務化
・羽田空港と同様の制度を他空港 (国管理空港、成田、関西、伊丹、中部 )へ展開
●	速やかな被害者救済の実現等のため、羽田空港の離着陸機による落下物被害に係る修繕等の費用を立て替える制度を構築しました。
●	被害に対する補償とは別に、落下物に起因する物損等の被害に対する見舞金制度を創設しました。
●	上記については、2019年３月３０日より開始しました。

ソフト面の対策例
整備・点検の実施

駐機中の機体チェックの強化

●	外国航空機に対する検査を、羽田空港・成田空港に重点化。
●	空港管理者による新たなチェック体制の構築。

・	成田空港では2017年3月から、羽田空港では2019年3月から運用開始
	（航空機検査官が対応）
・	2018年度から予算要求等を実施し、チェック体制を強化。2019年度
　以降も、チェック体制の一層の充実のため、予算要求等を実施

編集：国土交通省航空局（「羽田空港のこれから」ニュースレター編集会議）　〒100 - 8918 東京都千代田区霞が関2-1-3

更なる具体化と
検討状況についての情報提供（随時）

※ニュースレター、特設電話窓口、特設HP等も活用

国
際
線
増
便
の
実
現

引き続きの
情報提供

飛行検査

制限表面設定

新
飛
行

経
路
周
知

環
境
影
響
等
に
配
慮
し
た

方
策
の
公
表

　５月に市民相談会が実施されますが、
より多くの方々に知っていただけるよう、
本ニュースレターやホームページ、電話窓
口など様々な方法で情報提供を行ってい
く予定です。これからの羽田空港に関わる
取組について引き続き丁寧な情報提供を
行ってまいります。

2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会までに関係各所と調整を進めて、環境影響等に
配慮しながら、羽田空港の機能強化を実現してまいります。また、適切な情報提供を行ってまいります。

ホームページから　ご意見フォームから直接投稿できます。

http://www.mlit.go.jp/koku/haneda/ 

電話でのご意見は

Tel 0570-001-160
（IP電話からは、03-5908-2420）

『国土交通省「羽田空港のこれから」
に関するご意見窓口』
受付時間：平日9：30～19：00


